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Ｑ＆Ａ 

令和７年９月更新 

新規 
指定申請 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
申請の単位 原則として事業所ごとです。 

既存の事業に新たに事業を追加する場合は、新規事業の申請となり
ます。 

Ｑ－２ 
申請手続き 法人による申請が必要です。 

（行政書士やＦＣによる代理申請は認めていません。） 

Ｑ－３ 法人設立の時期 
個人での申請はできません。法人の立ち上げが必要となります。（申
請手続き中の法人変更は認めていないため、法人変更を行う場合は、
説明会からの参加が必要です。） 

Ｑ－４ 事前調査票等 
指定協議説明会受講後、区市町村と新規事業所に関する面談を行った
上で、開設予定月の 4 か月前までに事前調査票・事業計画書・平面
図・各種チェックリスト・収支予算書・その他必要書類（以下「事前
調査票等」という。）を東京都福祉保健財団（以下「財団」）という。）
と区市町村に提出してください。提出日は財団の受領確認日となりま
す。メールでの提出も可能です。 

Ｑ－５ 
図面の確認 事前調査票等の提出がない場合、図面の確認はしておりません。事前

調査票等の提出をお願いします。 
※設備基準チェックリストをご活用ください。 

Ｑ－６ 総量規制は 
開設を予定している区市町村で確認が必要です。 
特定障害児通所支援（児童発達支援及び放課後等デイサービス）
は、供給量の調整等を行いつつ、計画的に整備を行っていく必要が
あるサービスであることから、当該特定障害児通所支援がすでに区
市町村の障害福祉計画で定める量に達している又は当該指定によっ
てこれを超えるとき等は、指定を行わない場合があります。  
（児童福祉法第21 条の５の15） 

Ｑ－７ 事業所名について 既にある事業所名と類似した事業所名は避けてください。 

Ｑ－８ 
利用者の募集はいつから可能か 申請書類を提出し、預り証が発行された後に、指定予定として募集

を開始することができます。 

Ｑ－９ 他に遵守すべき法 
消防法、建築基準法等です。 

〇消防法は所管の消防署に確認をしてください。 

〇建築基準法においては、違法建築でないことをご確認のうえ、設
備基準チェックリストの提出が必要となります。 

〇バリアフリー条例上、問題がないことを開設予定の区市町村に確
認してください。 

〇（児童発達支援センターのみ）風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律の対象となる施設が 
・商業地域の場合、開設予定の児童発達支援センターから半径50ｍ
以内にないこと 
・商業地域以外の場合、開設予定の児童発達支援センターから半径

100ｍ以内にないこと 
を事前に確認してください。（パチンコ店等も該当しますのでご注
意ください。） 
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◎児童を受け入れるにあたっては、近隣の環境に十分にご配慮いた
だく必要がありますので、ご留意ください。 

Ｑ－１０ 実務経験証明書は原本が必要か 
写しの提出で構いません。他の資格証と同様に原本は本人が所有
し、写しを届出等にご使用ください。 

 

指 定 協 議
説明会 Ｑ Ａ 

  

Ｑ－１ 開催時期 
令和７年度は令和７年５月、７月、９月、11 月、令和8 年1 月、3
月に開催予定です。説明会募集はそれぞれ前月の上旬頃にＨＰで開
始し、申込み期間は募集開始から約3 週間の予定です。説明会はオ
ンライン上での開催となります。 

Ｑ－２ 申込み手続き 
Ｗｅｂで行います。 
 （行政書士やＦＣによる代理の申込みは認めていません。） 

Ｑ－３ 申込み資格 
法人に対して指定を行うため、原則法人による申込みのみとし、個人
での申込みはできません。事前調査票等の提出前に法人の設立が必要
となります。 

Ｑ－４ 説明会の参加者 
申込みをした法人の職員がご参加ください。人数制限はありません
が、開設予定事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の各候補
者については、指定月までに説明会に出席することが必須となりま
す。説明会に出席した管理者及び児童発達支援管理責任者が変更に
なる場合は、速やかに福祉保健財団までご連絡ください。。なお、事
業所の開設を検討している法人に、事業の理解を深めていただくた
めの説明会であるため、行政書士やFC による代理の参加は認めて
いません。 
 

Ｑ－５ 説明会の参加確認 
説明会視聴後、参加者毎に「アンケート」の提出をもって参加とな
ります。期限内に「アンケート」の提出がない場合は参加とはなり
ません。 

Ｑ－６ 中核市及び児童相談所設置区で
の開設予定の場合 

八王子市、世田谷区、江戸川区、荒川区、港区、中野区、板橋区、豊
島区、葛飾区、品川区、文京区については指定の権限が各区市へ変更
済みですが、従前どおり説明会の参加が必要です。 
※指定権限が異なる場所への移転は新規指定手続きが必要です。 

 

事 前 調 査
票等 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 提出時期 
説明会視聴⇒「アンケート」提出⇒設置予定の区市町村との面談⇒
財団と設置予定の区市町村へ事前調査票等を提出 
※指定希望の4か月前までに財団に提出が必要です。 
 例）８月指定希望の場合、財団への提出が４月以前であること 

Ｑ－２ 作成者 
申請を行う法人です。申請を行う法人の方針や考えを調査するもの
であるため、行政書士やＦＣによる代理の申請は、認めていませ
ん。 

Ｑ－３ 区市町村との面談は必要か 
必要です。申請を行う法人の担当者及び管理者（予定）が面談に出
席してください。行政書士やＦＣによる代理の面談は認めていませ
ん。 
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区市町村との相談記録の記載がない事前調査票等は受け取ることが
できません。 
区市町村との事前相談が完了し、相談内容を記載した上で事前調査
票等をご提出ください。 

Ｑ－４ 
事前調査票及び事業計画書の提
出時に添付が必要な書類は 

候補物件の平面図及びレイアウト図、設備基準チェックリスト、事
前調査票及び事業計画書チェックリスト、収支予算書です。児童発
達支援管理責任者の候補者が決まっている場合は実務経験証明書及
び研修修了証も添付してください。 
※都の権限の範囲内に既存の児童発達支援・放課後等デイサービス
事業所がある法人の場合は利用者受入数の日々実績が別途必要です
（任意様式）。 

 

財 団 と の
面談 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 面談までの流れ 
事前調査票等を収受後、財団から法人担当者宛に電話で連絡をしま
す。提出いただいた書類を確認後、面談についてもご案内を差し上
げます。 
事前調査票等を提出後、順番に確認し連絡いたしますが、財団から
連絡がない場合は、電話にてお問合せください。 

Ｑ－２ 参加者 
申請を行う法人の担当者及び管理者（予定）にお越しいただきま
す。 
初回面談については東京都のマニュアル3 ページを参照してくださ
い。 

 

建物設備 
Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
建物の賃貸借契約の時期 指定申請時までに賃貸借契約の締結が必要です。 

Ｑ－２ 
提出書類について 建物の平面図及びレイアウト図（各部屋の面積の記載があるもの）

を提出してください。 
 
指定申請時には賃貸借契約の写し、自社保有の物件の場合は、建物
の登記簿が必要です。 

Ｑ－３ 
事業所の内装はいつまでに終わ
らせるのか 

指定申請書類に平面図及び事業所内の写真の添付が必要です。申請
書類提出までに内装工事を終わらせて写真撮影を行ってください。 

Ｑ－４ 
定員10 名の児童発達支援と放
課後等デイサービスの一体型多
機能事業を実施する場合の、発
達支援 
室の必要面積は 

40 ㎡以上が必要です。 

Ｑ－５ 
発達支援室の面積の測り方 死角のない一体的な空間の有効面積です。壁の内法で測定してくだ

さい。固定棚や扉の開閉に要する場所等、療育を実施できない場所
の面積を除いてください。 

Ｑ－６ 
施設の他事業との併用 「専ら当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業

の用に供すること」として指定しますので、原則不可です。他の事
業との共有を検討されている場合は、必ず事前にご相談ください。 
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Ｑ－７ 
同一敷地内での事業所指定につ
いて 

同一敷地内においては、一法人につき一つの事業所指定のみとなり
ます。 
隣り合う土地で別の施設として取り扱うには土地の分筆がされてい
る必要があります。 
（解釈通知第二の１） 
同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の指定障害福祉サー
ビスを実施する場合については、一つの指定障害福祉サービス事業
所又は一つの多機能型事業所として取り扱います。 

Ｑ－８ 利用予定の建物の要件 
・現在の耐震基準に適合していること。 
・建築基準法に適合していること。 
 建物の重大な瑕疵により、利用児童や従業員が怪我等をすること
がないように、建築基準法などに適合した建築物で事業を行うこと
が必要です。裏付けとして設備基準チェックリストの添付が必要で
す。 

Ｑ－９ 
検査済証の発行が無い場合（完
了検査を行っていない場合） 

1 級建築士等に違法建築ではないことを確認するなど、法人の責任
のもと設備基準チェックリストのチェックを行ってください。 

Ｑ－１０ 
地下の物件について 登記簿上、地下となっていても、入り口が道路と段差なく接してい

る場合は可能となる場合があります。また、登記簿上1 階であって
も、階段で降りる構造の場合は、できるだけ避けてください。事前
にご確認ください。 

Ｑ－１１ 
１階・２階以外の物件について 児童の安全を確保するため、原則、１階または２階の物件をお願い

しています。ただし、消防法や児童の避難等について問題が無く、
地域の状況を踏まえ、自治体が認める場合は指定が可能な場合があ
りますので、事前にご相談ください。 

Ｑ－１２ 
２方向避難 消防署に2 方向避難の確保が必要かどうか確認してください。 

Ｑ－１３ 
室内の仕切り壁（パーテーショ
ン） 

固定されていれば、空調や消防の関係で天井側が空いていても問題
ありません。 

Ｑ－１４ 
仕切りを作る場合の注意点 床にレールを設置する仕切りは不可です。※仕切りを設置する場合

は個別に相談・確認が必要です。 

Ｑ－１５ 
事務室の鍵について 外側から施解錠できる鍵（シリンダー錠等）の設置をお願いしま

す。 

 

書類作成 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
登記簿の有効期限 最新の内容かつ原本であれば期限を設けていません。 

Ｑ－２ 
資格証明 同一人物について同一目的で複数種類の資格証明は不要です。 

  （例：一人の児童指導員に教育職員免許状と実務経験証明書） 

Ｑ－３ 
筆記具 消せるボールペン、修正液は使用不可です。 

 

対象児 Ｑ Ａ 
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Ｑ－１ 
主たる対象となる障害児の種別 児童発達支援及び放課後等デイサービスの主たる対象は、重症心身

障害または重症心身障害以外となります。 

Ｑ－２ 
主たる対象とする障害以外の障
害児の受入れは可能か 

その障害に応じた適切な支援を確保する必要があるため、それぞれ
の障害を受け入れるための施設基準及び人員配置を行った上で、届
出が必要です。 
 
（主たる対象が重症心身障害以外の事業所において重症心身障害児
を受け入れる場合：保護者の同意に基づいた受入れ自体は可能で
す。この場合の届出は不要です） 

Ｑ－３ 児童発達支援の支援対象児は 
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められ
る未就学の（学籍のない）障害児です。 

Ｑ－４ 
放課後等デイサービスの支援対
象児は 

学校教育法第１条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）又
は専修学校等（専修学校及び各種学校をいう。）に就学しており、授
業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児です。 

Ｑ－５ 
居宅訪問型児童発達支援の支援
対象児は 

重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援ま
たは放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困
難であると認められた障害児です。 
※重度の障害の状態その他これに準ずる状態とは、次に掲げるもの
をいう。 
①人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医
療を要する状態。②重い疾病のため感染症にかかる恐れがある状
態。 

Ｑ－６ 
保育所等訪問支援の支援対象児
は  

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童
が集団生活を営む施設に通う障害児又は乳児院その他の児童が集団
生活を営む施設に入所する障害児であって、当該施設を訪問し、専
門的な支援が必要と認められた障害児です。 

Ｑ－７ 
サービス提供拒否 事業者は正当な理由がなくサービスの提供を拒んではいけません。 

（基準省令第14 条） 
指定児童発達支援事業者は、原則として、利用申込みに対して応

じなければならないことを規定したものであり、特に、障害の程度
や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止してい
ます。提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは、 
①当該事業所の利用定員を超える利用申込みがあった場合 
②入院治療の必要がある場合 
③当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援の主た
る対象とする障害の種類が異なる場合、その他障害児に対し自ら適
切な指定児童発達支援を提供することが困難な場合 
等です。 
 なお、支援の不十分さを伝え利用申込者から断らせる等、実質的
に障害の程度等により提供を拒否する場合は、正当な理由には当た
りません。（解釈通知） 

Ｑ－８ 
受給者証のない児童からの申込
み 

指定障害児通所支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用
申込みがあった場合は、障害児通所給付費の支給の申請が行われる
よう必要な援助を行ってください。 

Ｑ－９ 
通常の事業の実施地域以外の区
市町村に在住の利用児の受入れ
は可能か 

可能です。 

Ｑ－１０ 医療的ケア区分の対象児の確認
は 

受給者証で確認します。 



 

p. 6 

 

Ｑ－１１ 強度行動障害児支援の対象児の
確認は 

受給者証で確認します。 

 

 

 

居宅訪問
型児童発
達支援 

Ｑ Ａ 

 
Ｑ－１ 

訪問支援員の要件 
①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の
資格を取得後、障害児に対する直接支援等に３年以上従事 
②児童指導員若しくは心理担当職員として配置された日以後、障害児
に対する直接支援等に３年以上従事 

Ｑ－２ 
訪問支援員の兼務 

居宅訪問型児童発達支援の管理者や児童発達支援管理責任者、児童発
達支援や放課後等デイサービスの指導員等との兼務は可能です。ただ
し、居宅訪問型児童発達支援の管理者兼児童発達支援管理責任者の場
合や児童発達支援や放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任
者の場合は兼務不可となります。 

 

保育所等
訪問支援 Ｑ Ａ 

 
Ｑ－１ 

訪問先の対象施設 
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児
童養護施設、放課後児童健全育成事業である放課後児童クラブ、その
他区市町村が認めた施設です。障害児の自宅は対象外です。 

Ｑ－２ 
訪問支援員に求められるもの 

「障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育
士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活
への適応のため専門的な支援の技術を有する者とする。」（解釈通知 
第7 の１） 
東京都では「専門的な支援の技術を有する者」に言語聴覚士も含みま
す。 

Ｑ－３ 
訪問支援員の兼務 

保育所等訪問支援の管理者や児童発達支援管理責任者、児童発達支援
や放課後等デイサービスの指導員等との兼務は可能です。ただし、保
育所等訪問支援の管理者兼児童発達支援管理責任者の場合や児童発
達支援や放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者の場合は
兼務不可となります。 

Ｑ－４ 同一日に同一場所で複数の障害
児に支援を提供することは可能
か 

可能。ただし 100 分の 93 を所定単位数に乗じて得た数を算定しま
す。（報酬告示別表第5 の１の注２(2)） 
※別の訪問支援員が訪問する場合は、訪問支援員ごとに基本報酬の請
求が可能です。（H24 年度Q&A 問96） 

Ｑ－５ 
訪問支援の内容 

児童に対する直接支援だけでなく、訪問先施設のスタッフに対する技
術的指導などの間接支援を行います。（H24 年度Q&A 問97） 

 

営業時間 Ｑ Ａ 
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Ｑ－１ 営業時間とは 
事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間
(10：2 の職員配置を充たしている時間）で、サービス提供が可能な
時間帯のことです。なお、送迎のみを行う時間帯は営業時間に含ま
れません。 

Ｑ－２ 営業時間の設定の仕方 
事業者が、利用者のニーズや従業員の労働条件等を考慮して独自に
設定可能です。ただし、児童発達支援及び放課後等デイサービスの
学校休業日の開所時間が４時間未満の場合は、「開所時間減算」に
より基本単位数の70％、４時間以上６時間未満の場合は、基本単位
数の85％の算定となることに留意してください。 

Ｑ－３ サービス提供時間とは 
指定障害児通所支援事業所において定めるべき標準的なサービス提
供時間のことです。（個々の利用者のニーズやプログラムなどにより、
実際に支援する時間が異なることは可） 

Ｑ－４ 
事業所内に休業日に利用してい
る障害児と授業終了後に利用し
ている障害児がいる場合の報酬 

個々の利用児の利用実態に応じて、授業終了後又は休業日の報酬を
算定します。 

 なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たり、休業日に
は、授業終了後とは違い、１日サービスを利用することが想定さ
れ、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス
提供時間を確保してください。（H24 年度Q&A 問88） 

Ｑ－５ 
届け出ている営業日・営業時間
以外での営業は 

基準人員を配置した上であれば営業可能です。臨時的なものについ
ては届出は不要ですが、慣例化する場合は、変更届が必要です。 

 

協力医療
機関 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 協力医療機関とは 
解釈通知に、「指定児童発達支援事業所から近距離にあることが望ま
しい」とあることから、都では事業所から車で10 分以内が望ましい
としています。 
 
障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定
めておかなければならない。(基準省令第42 条) 

 

多機能型 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 多機能型とは 
指定通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサ
ービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援）並びに指定障
害福祉サービス（生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、
就労移行支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、就労選択支
援）のうち二以上の事業を一体的に行う事業所をいいます。（都条例
第2 条第1 項第14 号） 

Ｑ－２ 一体型とは 
発達支援室や人員等をサービスごとに配置することなく、1 つの事
業所として必要な配置を行う場合です。各事業を合計した定員での
報酬請求となります。 

Ｑ－３ 規模別とは 
発達支援室や人員等をサービスごとに配置する場合です。各事業それ
ぞれの定員に応じた報酬請求が可能です。 
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Ｑ－４ 管理者の人数 
管理者は多機能型の場合でも基本的に事業所につき1 名となります。 

 

定員 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 定員とは 
運営規程に定めている利用者の定員で、最低定員は重症心身障害以
外の事業所は10 名、重症心身障害児を対象とする事業所は５名で
す。 

Ｑ－２ 定員超過 
定員超過減算の有無に関わらず、原則として定員超過はしてはいけ
ません。なお、災害や虐待などやむを得ない場合で、行政機関等か
ら依頼を受けた場合に限り可能となります。その際は実際の利用人
数に応じた職員配置が必要です。 

 

人員配置 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 基準人員を配置しなければなら
ない時間 

営業時間を通して配置が必要です。職員の休憩時間も加味して配置し
てください。 

Ｑ－２ 常勤と非常勤 
事業所において１週間に勤務すべき時間数と同じ時間数、勤務する職
員を常勤とします。（１週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る
場合は、32 時間を基本とします。） 
指定障害児通所支援事業所等に併設される事業所の職務であって、当
該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考え
られるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業
者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすことにな
ります。なお、１週間に勤務すべき時間数未満の職員は非常勤としま
す。 

Ｑ－３ 常勤配置 
基準上、常勤配置や常勤換算の規定があるため、事業所での常勤の勤
務すべき時間を設定してください。常勤の勤務すべき時間が週で 32
時間に満たない場合は32 時間が常勤の勤務すべき時間になります。
また、常勤で雇用契約を結んでいたとしても、事業所での常勤の勤務
すべき時間に満たない場合は非常勤になります。なお、申請（変更）
時に法人役員等が事業所での常勤の勤務すべき時間を超えた配置と
なっている届出は受領できません。 

Ｑ－４ 専従と兼務 
専従とは、事業所における勤務時間を通じて当該事業所の一つの職種
に従事している職員です。 
兼務は他の職種にも従事している職員です。 
事業所単位で考えるため、法人の雇用状態と異なる場合があります。 

Ｑ－５ 常勤換算とは 
事業所における勤務時間の延べ数を、常勤の従業者が勤務すべき時間
数で除した数となります。（１週間に常勤の勤務すべき時間数が32 時
間を下回る場合は32 時間を基本とします。） 
 ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労
働時間の短縮等の措置が講じられている場合、週30 時間以上の勤務
で常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、常勤換算１
として取り扱うことが可能です。 
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Ｑ－６ 送迎時の人員配置 
送迎は運転手と添乗者の複数名で行ってください。また、事業所に
おいても直接支援員を含む複数名の配置ができる体制を整えてくだ
さい。 

Ｑ－７ 適切な人員配置とは 
指定基準の人員配置は、最低基準であり、適切な運営を行える配置で
はないことに留意してください。 
常時見守りが必要な子どもや医療的ケアが必要な子ども、重症心身障
害のある子ども等への支援のために、指導員又は保育士、看護師につ
いて、人員配置基準を上回って配置することも考慮する必要がありま
す。（児童発達支援・放課後等デイサービスガイドライン） 

Ｑ－８ 有給休暇 
有休等により基準人員を満たさなくなる場合はサービス提供を控え
ていただきます。加算対象の職員が常勤の場合は1 月を超えない範
囲で常勤換算と認めることができますが、非常勤の場合は当日に代
わりの職員を配置するか当該月に振替え、常勤換算を満たす必要が
あります。（平成19 年12 月19 日付厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ Ｖ
ＯＬ．２参照） 

Ｑ－９ 
加配加算算定時の注意点（児童
指導員等加配加算（常勤換算で
算定の場合）、専門的支援体制
加算、看護職員等加配加算） 

基準人員に加え、常勤換算で1 以上配置した場合に請求可能です。
なお、毎日のサービス提供時間に必ず配置しなくても良いですが、
曜日等により偏りがない配置を検討してください。 

 

管理者 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 管理者に求められるもの 
事業所の従業者の管理及び事業の実施状況の把握その他の管理を一
元的に行なうとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため
に必要な指揮命令を行うとされています。（基準省令第36 条） 
また、『児童福祉法第21 条の5 の15 第3 項各号の規定に該当しない
旨の誓約書』に事業所を管理する者として記載が必要です。 

Ｑ－２ 管理者の要件 
専ら指定に係る事業所の管理業務に従事する必要があります。ただ
し、利用者へのサービス提供の場面で生じる事象を常時適切に把握し
ながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことを示しつ
つ、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合にあっては、
他の施設等の職務に従事することができる。 

Ｑ－３ 管理者の兼務と人員配置 
管理者が児童指導員または保育士を兼務している場合は、給付費など
を算定する上での基準人員として含めることはできます。また、常勤
換算で算定する加配加算についても、常勤換算の人員として含めるこ
とができます。 
例：管理者兼児童指導員(常勤) ＋ 児童指導員(非常勤)  ＋ 児童
発達支援管理責任者の３名で営業する場合……基準上の１０：２の配
置を満たしている ⇒ 基準の人員配置 ＯＫ 
 

Ｑ－４ 管理者の配置 
専従要件があるため、原則として営業日ごとの配置が必要です。週６
日以上の営業のため、１日配置できない日がある場合は、その日の責
任者として児童発達支援管理責任者を配置するようにしてください。 
やむを得ず営業日に管理者及び児童発達支援管理責任者が不在にな
る日がある場合、事業所内に掲示している「苦情を解決するために講
ずる措置の概要」等に不在時の連絡体制（代理の責任者の氏名を含む）
を明示してください。 
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児童発達
支援管理
責任者 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
児童発達支援管理責任者に求め
られるもの 

障害児支援に関する専門的な知識と経験及び個別支援計画の作成・評
価などの知見と技術が必要です。主たる対象が重症心身障害以外の場
合は、一人以上は常勤かつ専任でなければなりません。 

Ｑ－２ 
児童発達支援管理責任者の要件
確認 

実務要件や研修の受講が必要となるため、変更前に要件確認が必要で
す。 

Ｑ－３ 
二人目の児童発達支援管理責任
者 

二人目の児童発達支援管理責任者の常勤要件はありません。 

Ｑ－４ 
研修受講後、すぐに登録できる
か 

修了証書が必要です。  
「当該研修の過程を修了した旨の証明書の交付を受けた者」でなけれ
ばなりません。（関係告示） 

Ｑ－５ 
短期間で変更となる場合 判明した時点で速やかに財団に連絡をしてください。 

Ｑ－６ 
自主事業の実務経験 学習塾やプレスクールなどの勤務は実務経験となりません。 

Ｑ－７ 
多機能の場合の児童発達支援管
理責任者の兼務 

児童発達支援管理責任者を兼務することは可能です。（多機能の特例
による場合） 

Ｑ－８ 
他の職務との兼務 管理者とのみ兼務可能です。 

 
保育所等訪問支援や居宅訪問型児童発達支援の児童発達支援管理責
任者の場合は訪問支援員と兼務可です。（管理者、児童発達支援管理
責任者、訪問支援員の３つを兼務することは不可） 
 
児童発達支援または放課後等デイサービスと保育所等訪問支援の多
機能で、児童発達支援または放課後等デイサービスの児童発達支援管
理責任者を兼務している者が、保育所等訪問支援の訪問支援員を兼務
することはできません。 
（上記、保育所等訪問支援を居宅訪問型児童発達支援に読み替えるこ
とができる） 

Ｑ－９ 
直接支援業務の可否 業務に支障がない範囲において直接支援は可能です。ただし、指定基

準上の児童指導員等の員数に算定できません。(H24 年度 Q&A 問
101) 

Ｑ－１０ 
やむを得ない事由により児童発
達支援管理責任者が欠如となっ
た場合のみなし配置について 

・やむを得ない事由とは事業者の責に帰さない事由により児童発達
支援管理責任者が欠如した場合で、かつ、法人として児童発達支援管
理責任者の配置が困難な場合に限ります。やむを得ない事由に該当す
るかは指定権者が判断するため、事前に東京都に連絡してください。 
・やむを得ない事由に該当するのは、既に運営を行っている事業所の
みです。指定前の事業所については対象外です。 

 

児童発達
支援管理
責任者研
修 

Ｑ Ａ 
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Ｑ－１ 
基礎研修 ・平成31 年度に児童発達支援管理責任者研修の見直しが行われ、児

童発達支援管理責任者になるには、基礎研修修了後、実践研修の受講
が必要となります。 
・基礎研修受講要件は児童発達支援管理責任者の実務経験年数から
２年引いた年数を満たす実務経験がある者です（例：相談支援業務5
年以上→基礎研修は相談支援業務の実務経験3 年以上から受講可能） 

Ｑ－２ 
実践研修 ・実践研修受講要件は、基礎研修修了後、実践研修開始日前の５年間

に２年以上の相談支援又は直接支援業務経験（OJT）がある者です。 
例外としてOJT 期間が6 月以上に短縮措置があります。【例外につい
ては厚生労働省 令和５年６月30 日事務連絡「サービス管理責任者
等に関する告示の改正について」及び厚生労働省・こども家庭庁 令
和5 年3 月31 日事務連絡「サービス管理責任者等研修の取扱い等に
関するQ&A について」参照】 
実践研修を修了しても実務経験年数が足りない場合、児童発達支援管
理責任者として配置することができません。 
・実践研修修了後、児童発達支援管理責任者を続けるには、5 年度ご
とに更新研修の受講が必要です。 

Ｑ－３ 
更新研修の対象者 ・実践研修修了後、更新研修開始日前の５年間に２年以上の児童発達

支援管理責任者等の実務経験がある者、または現に児童発達支援管理
責任者等＊として従事している者です。 
＊…児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、管理者、相談支
援専門員。兼務可。 

Ｑ－４ 
OJT ・児童発達支援管理責任者が配置されている事業所において、基礎研

修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。OJT
については令和5 年3 月31 日付厚生労働省事務連絡 「サービス管
理責任者等研修の取扱い等に関するQ&A について」を参照してくだ
さい。 

 

児童指導
員 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
児童指導員とは 障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者です。 

児童福祉施設職員養成学校を卒業した者、社会福祉士、精神保健福祉
士、幼・小・中・高校の教諭となる資格を有する者、学校教育法規定
の大学または大学院、外国の大学で社会福祉学・心理学・教育学・社
会学のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業した者、２
年又は３年以上児童福祉事業に従事した者などを指します。 
＜児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第４３条＞ 

Ｑ－２ 
児童福祉事業とは ・児童福祉法第7 条第1 項に規定する児童福祉施設 

・同法第12 条の児童相談所における事業 
・同法第6 条の2 の2 に規定する事業 
・同法第6 条の3 に規定する事業 
 

Ｑ－３ 
教員免許は更新が必要か 更新の有無は問いません。 

Ｑ－４ 
養護教諭・栄養教諭 不可です。 

Ｑ－５ 実務経験の対象となる業務は 直接支援に限ります。 
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Ｑ－６ 
強度行動障害支援者養成研修
（基礎研修）を修了した指導員
は児童指導員として配置可能か 

児童指導員としての配置はできません。（児童指導員等加配加算に
おいては、「児童指導員等」の算定対象者としてみることができま
す。） 

Ｑ－７ 
海外での実務経験 要件の対象外です。 

 

保育士 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
保母資格は「保育士」として勤
務可能か 

不可です。 
児童福祉法の改正により、「保育士」として勤務するためには保育士
登録の手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要です。保育
士証の交付までは「児童指導員」又は「その他の従業者」としての勤
務となり、「保育士」としての勤務はできません。 

Ｑ－２ 
「保育士」を証明する書類は 保育士証または保育士登録済通知書。保育士登録済通知書を以て保育

士として届け出た場合は、保育士証が届き次第、写しをご提出くださ
い。 

 

送迎 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
送迎車として使用する場合の注
意点 

レンタカー・カーシェアは原則不可です。臨時的に使用する場合は
可能です。 

Ｑ－２ 
送迎加算以外に送迎にかかる費
用を通所給付決定保護者に負担
させることは可能か 

不可です 
【根拠】日常生活において通常必要となる費用であって、通所給付
決定保護者に負担させることが適当と認められるものの具体的な範
囲については、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常
生活に要する費用の取り扱いについて」(平成24 年3 月30 日 障
発0330 第31 号）によるものとされているが、当該通知において送
迎にかかる費用は示されていないため。 

Ｑ－３ 
放課後等デイサービス事業所に
おいて送迎加算を算定するには 

基本的には事業所と居宅間の送迎で、個別支援計画に記載が必要で
す。利用者の自立能力の獲得を妨げないよう配慮が必要です。 
また、学校と事業所間の送迎を行った場合で、以下のいずれかに該当
し、それが個別支援計画に記載されているときに算定できます。 
保護者等が就労等により送迎ができない場合であって、 
① スクールバスのルート上に事業所がない等、スクールバス等での
送迎が実施できない場合。 
② スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービ
スを利用しない他の学生の乗車時間が相当時間延長する等、スクール
バスによる送迎が適当でない場合。 
③ 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を
確保できない場合。など(H24 年度 Q&A 問109) 

Ｑ－４ 
児童発達支援事業所において送
迎加算を算定するには 

居宅等への送迎のみ可です。そのため、保育所や幼稚園への送迎は原
則不可です。ただし、児童や家庭の事情等でどうしても送迎が必要で
あり、自治体と保育所等と連携した上で、個別支援計画に定めて実施
した場合、算定することを例外的に認めています。 

Ｑ－５ 
職員付き添いによる徒歩による
送迎は送迎加算の算定が可能か 

経費が生じていないため送迎加算は算定不可です。(H24 年度 
Q&A 問110)。公共交通機関の付き添いによる送迎も算定できませ
ん。通所自立支援加算の算定をご検討ください。（放デイのみ） 
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Ｑ－６ 
同一敷地内の送迎時の送迎加算
の算定 

所定単位数の70%を算定可能です。 

Ｑ－７ 
送迎車の安全装置設置義務につ
いて 

座席が3 列以上の送迎車が対象になります。令和６年4 月1 日から
義務化されています。 

 

電子化 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
契約書、重説、同意書、個別支
援計画、特別支援計画、サービ
ス提供記録、サービス提供実績
記録等の電子化は可能か 

・個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガ
イドライン」等を遵守してください。 

・事前に当該交付等の相手方の承諾を得た上で行ってください。 

・当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特
性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて電磁的方法によるこ
とができます。【基準省令 第83 条、解釈通知第9 雑則 ２ 文
書の取扱いについて】 

・要請に応じて出力できるようにしてください。 

 

身体拘束 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
身体拘束等廃止未実施減算の適
用要件である、身体拘束適正化
検討委員会の開催及び研修の実
施について、「年に１回」とは、
年度で考えるのか。直近１年で
考えるのか 

 
直近１年です。 

Ｑ－２ 
未実施減算 身体拘束等の廃止・適正化に係る取組み（対応記録・委員会の定期開

催・指針の整備・研修の実施）が行われていない場合、所定単位数の
１％を減算します。事実が生じた月の翌月から改善が認められた月ま
での間について利用児全員について減算となります。 

 

自己評価 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 自己評価の実施 
・ホームページ上で公表する際は公表日が分かるような形で掲載
し、公表後1 か月以内に財団に届出を提出してください。 
・セキュリティ保護がかかっていないホームページ、ブログなどに
掲載すると見られないので、セキュリティ保護があるウェブページ
上での掲載をしてください。 
・自己評価を実施する際は、質の評価を公平に行うため、匿名形式
で行うようにしてください。 

Ｑ－２ 自己評価結果等未公表減算 
自己評価結果等の公表の届出がされていない場合に減算となりま
す。届け出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月
まで、障害児全員について所定単位数の100 分の85 となります。 
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運営規程 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ その他費用について 
 

教材費（一律に請求するもの）、キャンセル代、色鉛筆などは認め
ていません。 
参考：平成２４年３月３０日 障発0330 第31 号『障害児通所支援
又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについ
て』 

Ｑ－２ 多機能の運営規程 
 

多機能の事業をまとめて１つの運営規程を作成してください。 

 

児童指導

員等加配

加算 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
児童指導員等加配加算とは 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援

方法の指導を行う等支援の強化を図るために、通常求められる従業
者の員数に加えて職員を配置している場合に、児童指導員等又はそ
の他の従業者を1 以上配置した場合に算定できる加算で、配置形態
（常勤・常勤換算）及び従業者の児童福祉事業等に従事した経験年
数に応じて算定が異なります。届出が必要です。 

Ｑ－2 

 

児童指導員等加配加算の児童指
導員等に該当する職種は 

児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話
通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員（心
理学修了等）、視覚障害児支援担当職員（研修修了等）、強度行動
障害支援者養成研修（基礎研修）修了者です。 

Q－３ 
児童指導員等加配加算における
児童福祉事業に従事した経験年
数について 

当加算における児童福祉事業に従事した経験年数については、児童
福祉事業に加え、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級にお
ける指導での教育に従事した経験も含まれます。また、経験年数
は、資格取得またはその職種として配置された以後の経験に限りま
せん。（留意事項通知 第二2(1)④の1） 

Ｑ－４ 
心理担当職員とは 公認心理師、臨床心理士、臨床発達心理士の他、大学で心理学を専

修する学科等を卒業し、心理療法に係る2 年以上の実務経験を有す
る者、又は、４年制大学かつ大学院で心理学を専攻した者も対象と
します。実務経験については、心理的な問題や障害を解決・軽減す
るために行った実務経験がわかる書類をご提出ください。 

 

専門的支

援体制加

算 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
対象となる児童 対象児等の設定はありません。事業所の職員配置の体制で判断しま

す。ただし、個別支援計画を作成していない場合、作成していない障
害児については算定できません。 
(留意事項通知 第二2(1)④の２) 
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Ｑ－２ 
保育士及び児童指導員の要件に
ついて 

保育士及び児童指導員としての資格の取得から5 年以上児童福祉事
業に従事した経験が必要になります。（特別支援学校、特別支援学
級、通級での経験は含みません。なお、幼稚園は含まれます。） 
(留意事項通知 第二2(1)④の２・国QA Vol.1 問15) 

Ｑ－３ 
専門的支援加算の要件のうち、
「５年以上児童福祉事業に従事
した」ことについての確認方法

は 

保育士及び児童指導員の資格を取得した日及び当該日以降に、保育
士または児童指導員として、児童福祉事業に従事した在職期間や従
事日数がわかる証明書等により確認します。もっとも、当該証明が
困難な場合にあたっては、信頼性を可能な限り担保しつつ、雇用契
約書、給与明細書、勤務表等、他の手段により確認を行います。 

 

専門的支

援実施加

算 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
児童指導員等加配加算及び専門
的支援体制加算との併給 

理学療法士等を配置した上で、個別支援計画を踏まえ、専門的支援実
施計画を作成し、理学療法士等が支援を行っていれば併給可能です。 

Ｑ－２ 
保育士及び児童指導員の要件に
ついて 

保育士及び児童指導員としての資格の取得から5 年以上児童福祉事
業に従事した経験が必要になります。  

Ｑ－３ 
専門的支援計画の作成者以外の
職員の支援は有効か 

専門的支援計画の作成者が一貫して支援の実施まで行うことが必要
です。なお、複数の専門職員により作成された専門的支援計画は有
効です。（こども家庭庁照会） 

 

福祉専門

職員配置

等加算 

Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
多機能事業所での配置割合等の
換算方法は 

多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合
には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を算定できます。 
(H21 年度 Q&AVol2 問1-1)、ｍｍ 

Ｑ－２ 
同一法人内の複数事業所の直接
処遇の職員として業務を兼務
し、勤務した時間数の合計が常
勤の時間数に達している従業者
がいる場合の算定方法は 

福祉専門職員配置加算Ⅰ、Ⅱ及びⅢの常勤職員については、１週間
の勤務時間の2 分の1 を超えて当該事業所の直接処遇職員として従
事する場合に常勤の直接処遇職員（1 人）として評価します。 
福祉専門職員配置加算Ⅲの常勤換算については、「常勤の直接処遇
職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)÷「直接処
遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」が75%
以上のとき算定可能となります。 
(H21 年度 Q&AVol3 問1-1) 

 

 

請求 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 
事業所の中に、休業日に利用し
ている障害児と授業終了後に利
用している障害児がいる場合、
報酬の請求はどうなるのか 

個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後又は休業日の報酬を
時間区分に応じて算定します。 

Ｑ－２ 
学校休業日とは 学校を設置する教育委員会で定める休業日（私立学校においては、

当該学校の学則で定める日）です。インフルエンザ等による臨時休
校も該当します。（H27 年度 Q&AVol1 問69） 
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変更届 Ｑ Ａ 

 

Ｑ－１ 変更届が必要な場合 
①法人の登録内容に変更がある場合（法人住所、電話番号・ファッ
クス番号、代表者、代表者の住所、役員の変更など）。 
②事業所の登録内容に変更がある場合（事業所名、住所表記、電話
番号、ファックス番号など）。 
③事業所の管理者、児童発達支援管理責任者を変更する場合。 
④現在より高い加算を算定する場合。 
⑤現在より低い加算を算定する場合。 
⑥加算が算定できなくなった場合。 
⑦運営規程に変更が生じた場合。（例：営業日、営業時間、定員の
変更、主たる対象の変更・追加など） 
⑧移転、レイアウトを変更する場合。 

Ｑ－２ 
Q-1 で区市町村に連絡すべき案
件はあるか 

②⑦⑧ 
⑧レイアウトに係わる内容については、区市町村ごとの条例等の確
認が必要になる場合があるため、事前に相談が必要です。 

Ｑ－３ 
Q-1 で変更届の提出前に財団に
連絡すべき案件はあるか 

③児童発達支援管理責任者を変更する場合は、事前に財団に連絡
し、要件の確認等を行ってください。 
⑦定員を変更する場合は、発達支援室の広さや指導員等の配置要件
を確認するため、事前に財団に相談が必要です。 
また、主たる対象の変更・追加を行う場合は、指定要件が異なるた
め事前相談が必要です。 
⑧建築物やレイアウトの確認が必要になるため、事前に財団に相談
が必要です。また、移転をする場合で賃貸物件の場合は、契約締結
前に相談してください。 

Ｑ－４ Q-1 で変更届を提出する時期は 
①②③⑦は変更後10 日以内。（変更前の提出も可能） 
④算定単位数が増える場合、15 日までに財団に届いた場合は翌月か
ら算定可能。（財団に必着） 
16 日以降に財団に到着した場合、加算の算定は翌々月からとなりま
す。 
⑤⑥加算算定の要件を充たせなくなった場合には、速やかに届け出が
必要です。 
⑧現地確認が必要となる場合があるため、変更予定月の前々月までに
変更届を提出してください。 

Ｑ－５ 
加算を新たに算定する、または
現在より高い加算を算定する場
合の注意事項 

前月15 日までに財団に必着で変更届を提出する必要があります。 

Ｑ－６ 
体制等状況一覧に項目はないが
算定するために届出が必要な加
算は 

・延長支援加算 
・専門的支援実施加算 

Ｑ－７ 
医療的ケア区分を算定する場合
の注意事項 

『（別添）医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書』
の提出が必要です。 

Ｑ－８ 
児童発達支援管理責任者不在に
なった際の注意点 

・児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、専門的支援実施加算、
看護職員加配加算の算定ができません。（Q-1 ⑥に該当） 
・個別支援計画の作成ができません。 
・新規契約ができません。 
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Ｑ－９ 変更届のURL 
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php
?catid=052-010 
 
東京都障害者サービス情報＞書式ライブラリ＞Ａ 【児童福祉法に基
づく障害児施設】指定申請書・変更届等＞変更届（加算届）・廃止届
等について 

 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=052-010
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=052-010

